
 

 

 

事業承継とは、その名前の通り、事業を後継者に引き継ぐことです。事業という言葉には、会社の

経営権やブランド、取引先、負債など、事業とそれに関わるすべてのことが含まれます。そのため

現金や不動産などのように、単純に相続することはできません。中小企業の場合、取引先や顧客・

ノウハウや技術など、会社の運営全体が経営者に依存している傾向があります。事業を承継すると

きは、個人と法人の資産を慎重に区別し、対応しなければいけません。事業承継は、単なる相続で

はなく、会社の未来に関わる重要な問題なのです。 

 

 

 

・相続で分散した自社株式を買い取りたい。 

・相続税・贈与税の納税資金を工面したい。 

・経営者の交代により仕入先への支払条件が厳しくなった。 

 

の時に受けられる融資・保証制度です。事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資が受け

られます！会社及び個人事業主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます！ 

 

 

 

「事業承継」と「事業継承」はどちらが正しいのか、という議論がされることが度々あります。こ

の２つの言葉は似ているようで、実はそれぞれ違う意味があるのです。大辞林第三版によると、承

継とは、先の人の地位・事業・精神などを受け継ぐこと。継承とは、先の人の身分・権利・義務・

財産などを受け継ぐこと、とあります。また、漢字の並びを見てみましょう。「承継」が「承って

受け継ぐ」のに対し、「継承」は、「受け継いで、承る」ということになります。ニュアンスの問題

にはなりますが、前任者の考えや思いを理解した上で、権利や財産などを受け継ぐ（＝承継）のか、

権利や財産などを受け継ぐことで、前任者の考えや思いを理解していく（＝継承）のかという違い

があります。どちらの言葉も間違いではありませんが、法律用語や税制の呼称には、「承継」が使

われているため、事業継承よりも事業承継がより適切と言えるでしょう。 

 

 

 

・現在、二代目以降となる個人事業主について、先代の個人事業主との関係を見ると、親族内が 

９７．４％となっており、会社の二代目経営者の親族内承継での承継が８０．５%であることと 

比較しても、個人事業主は、これまで親族内で承継してきた傾向が伺える。 

・６０歳以上の個人事業主の将来の事業承継の意向を見ると、過去の事業承継の傾向と比較して、 

親族外承継（従業員、社外の者への承継）が９％、他社への売却が３．６％と、後継者難等を背 

景として、親族外承継等も視野に入ってきていると考えられるが、中小会社（将来の親族外承継 

意向：約２７％）と比較して見ると、個人事業主は、依然として親族内承継の意向が強いと考え 

られる。 

 

事業承継の融資・保証制度、税制 

『事業承継における融資・保証制度』 

事業継承？事業承継？どちらが妥当か 

個人事業主における事業承継 



 

 

・親族内承継の課題は、会社と変わらず、後継者の資質・能力の不足、相続税・贈与税の負担が上

位に挙げられる。親族外承継の課題は、事業用資産の買取が困難とする回答が最も多くなってい

る（会社では借入金の個人保証の引継ぎが課題とする回答が最も多くなっていたが、個人事業主

の場合、経営者保証（第三者保証）ではないことから回答が上がっていないとも考えられる）。 

・親族内外共通の課題は、第一に、資産移転に係る問題であると考えられる。 

 

 

 

後継者が非上場会社の株式等（法人の場合）・事業用資産（個人事業者の場合）を先代経営者等か

ら贈与・相続により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けた

ときは、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除されます。令和元年度税制改正により創設された個

人版事業承継税制は、青色申告（正規の簿記の原則によるものに限ります。）に係る事業（不動産

貸付業等を除きます。）を行っていた事業者の後継者※１として円滑化法の認定を受けた者が、平

成３１年１月１日から令和１０年１２月３１日まで※２の贈与又は相続等により、特定事業用資産

を取得した場合は、 

 

・その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続

税の全額の納税が猶予され、 

 

・後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除される

ものです。 

 

※１ 平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に 

提出し、確認を受けた者に限ります。 

※２ 先代事業者の生計一親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、 

先代事業者からの贈与・相続等の日から１年を経過する日までにされたものに限ります。 

 

 

 

個人版事業承継税制の前提となる認定は、平成３１年度税制改正において、個人事業者の事業承継

を促進するため、１０年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を１００%納税

猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。 

 

・令和元年度税制改正では、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度（以下「個人

版事業承継税制」という。）が創設されました。 

・個人版事業承継税制は、後継者である受贈者又は相続人等が、事業用の宅地等、建物、減価償却 

資産（以下特定事業用資産）という。）を贈与又は相続等により取得し、経営承継円滑化法の 

認定を受けた場合には、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと

納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度

です。 

個人事業主の事業承継の課題 

事業承継税制 

個人版事業承継税制の前提となる認定 



・この納税猶予制度は、経営承継円滑化法第１２条第 1項（経済産業大臣の認定）の認定を受けた 

個人である中小企業者を対象としており、その認定要件は、経営承継円滑化法施行規則において 

定められています。 

・経営承継円滑化法第 12 条第 1項の認定後（経済産業大臣の認定）の税務申告の手続や要件等は、

最寄りの税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。 

 

 

その他、「事業承継」における諸施策等は、中小企業庁：財務サポート「事業承継」にて確認して

ください。 


